
（平成２２年１２月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 24 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 2082 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 46 年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 45 年当時家業を手伝っており、父親が国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については未納がな

いようにしておいたと言っていたのを覚えている。申立期間が未納とな

っていることには納得できないので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人の国民年金保

険料を納付していたとする申立人の両親は、昭和 36 年４月から 60 歳にな

るまでの保険料を全て納付していることが確認できることから、保険料納

付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 46 年３月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により

確認でき、この頃国民年金の加入手続を行ったものと推認でき、この時点

で、申立期間の保険料は現年度納付が可能であり、国民年金の加入手続を

行いながら、現年度保険料を納付しなかった事情は見当たらない上、Ａ市

では国民年金の加入届を受け付けた際、現年度保険料について納付指導す

ることが通例であったことを踏まえると、申立期間の保険料は納付された

ものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



京都厚生年金 事案 2197 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間①に係る標準報酬月額については、当該期間のうち

平成７年５月は 41 万円、同年６月は 44 万円及び同年７月は 41 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。)を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、当該期間の

うち平成８年５月から同年９月までは 30 万円とすることが必要である。 

   さらに、申立期間③に係る標準報酬月額については、当該期間のうち平

成 10 年５月は 34 万円、同年６月は 32 万円及び同年７月は 34 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。)を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年１月１日から同年 12 月 31 日まで  

             ② 平成８年５月１日から同年 12 月 31 日まで 

             ③ 平成 10 年１月１日から同年 12 月 31 日まで 

    申立期間①に勤務していた株式会社Ａ、申立期間②及び③に勤務して

いた有限会社Ｂにおける標準報酬月額が、社会保険庁(当時)に記録され

ている金額と所持している給与明細書とに相違があるので、確認して訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①から③までの標準報酬月額の相違について申し立



てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

   株式会社Ａに係る申立期間①について、当該事業所の社会保険事務担当

者の供述から厚生年金保険料は翌月控除の取扱いをしていたことがうかが

え、申立人が所持している平成７年５月分及び同年６月分の給与明細書で

は、オンラインに記録されている標準報酬月額を超える報酬月額が支給さ

れ、オンライン記録の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料よりも高額

の保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   また、同年７月分の厚生年金保険料は、申立人の従前の保険料控除額か

ら、当月についてもオンライン記録の標準報酬月額よりも高額の保険料が

控除されていたと推認される。 

   さらに、オンライン記録では、平成６年 12 月１日付け(処理日は７年２

月３日)の随時改定(以下「随時改定」という。) により申立人の標準報酬

月額が 47 万円から 30 万円に減額されていることが確認できるが、当該随

時改定により標準報酬月額が減額されている複数の同僚から提出された給

与明細書の厚生年金保険料の控除額は、６年 12 月から７年９月までの期間

において、当該改定前の標準報酬月額に相当する保険料額が控除されてい

ることが確認できる。 

   したがって、申立期間①における標準報酬月額については、上記給与明

細書において確認できる報酬月額から、当該期間のうち平成７年５月は 41

万円、同年６月は 44万円及び同年７月は 41万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

滞納処分票において、「平成７年１月 31 日付けで事業所の担当者が月額変

更届を持参した。」と記載されていることから、事業主が実際の報酬月額と

相違する標準報酬月額を届け出たことがうかがわれ、また、上記複数の同

僚の給与明細書により、保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン

記録の標準報酬月額を比較すると、いずれもオンライン記録の標準報酬月

額が低く記録されていることから、事業主は、給与明細書において推認で

きる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に

届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合

う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



   一方、申立期間①のうち、平成７年１月から同年４月までの期間、及び

同年８月から同年 12 月までの期間については、申立人は、給与支給額及び

厚生年金保険料控除額を確認できる関連資料等を所持しておらず、株式会

社Ａは既に解散しており、元事業主も既に亡くなっている上、元事業主の

配偶者は、「当該事業所は倒産しており、当時に書類も全て処分したと思わ

れる。」と回答していることから、関連資料が保管されておらず、申立てに

係る厚生年金保険料の控除額等について確認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   次に、有限会社Ｂに係る申立期間②及び③については、当該事業所の社

会保険事務担当者の供述から厚生年金保険料は翌月控除の取扱いをしてい

たことがうかがえ、申立人が所持している平成８年５月分から同年８月分

まで、及び 10 年５月分及び同年６月分までの給与明細書では、オンライン

に記録されている標準報酬月額を超える報酬月額が支給され、オンライン

記録の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料よりも高額の保険料を事業

主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   また、申立期間のうち給与明細書を所持する期間を除いて、これを確認

できる資料は無いが、同僚及び申立人の所持する給与明細書の当該期間前

の保険料控除額から判断して、平成８年９月は標準報酬月額 30 万円、10

年７月は標準報酬月額 34 万円に見合う保険料が控除されたものと推認さ

れる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の有限会社Ｂに係る申立期間②に

おける標準報酬月額については、上記給与明細書において確認できる報酬

月額及び保険料控除額から、当該期間のうち、平成８年５月から同年９月

までの標準報酬月額を 30 万円及び申立期間③における標準報酬月額につ

いては、当該期間のうち平成 10 年５月は 34 万円、同年６月は 32 万円及び

同年７月は 34 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書で確認できる報酬月額及び推認できる保険料控除額に見合う標

準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が、申立期間について、長期

間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書において推認

できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う厚生



年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②のうち、平成８年 10 月及び同年 11 月、並びに申立期

間③のうち、10 年１月から同年４月までの期間、及び同年８月から同年 11

月までの期間について、申立人は、給与支給額及び厚生年金保険料控除額

を確認できる関連資料等を所持していない。 

   また、有限会社Ｂの現在の事業主は、「申立期間当時の関連資料は一切残

っていない。」と回答していることから、申立てに係る厚生年金保険料の控

除額等について確認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間において申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2198 

 

第１ 委員会の結論  

   事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に厚生年金保険（当時は労働者年

金保険）被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険出張所（当時）に

対し行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は 19 年９月 15 日であ

ったと認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者の取得日

及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については昭和 17 年６月から 18 年５月

までを 40円、同年６月から 19年８月までを 50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 19 年９月 30 日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、戦前

に勤務したＣ市Ｄ区にあったＡ株式会社での加入記録が判明し、昭和 17

年６月 1 日の資格取得日は確認できたが、資格喪失日が確認できない旨

の回答であった。年金事務所では資格喪失日の認定はできないとのこと

なので、第三者委員会での調査、判断を求めたい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に係る申立人の労働者年金保険被保険者台帳索引票及び厚生

年金保険被保険者台帳によると、申立人は、昭和 17 年１月１日に厚生年金

保険（当時は労働者年金保険）被保険者の資格を取得し、標準報酬月額は

同年２月１日付けで 40円、18年６月１日付けで 50円と記載されているが、

資格喪失日の記載が無い。 

   また、株式会社Ｂに照会したところ、戦災による焼失のため当時の資料



は残っておらず記録は確認できない旨の回答であり、申立人の申立期間に

係る勤務実態について確認することができない。 

   さらに、日本年金機構Ｅ事務センターに照会したところ、申立人の氏名

が記載されたＡ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿は見当たらない

旨の回答であったが、上記の厚生年金保険被保険者台帳の備考欄に、

｢20.6.1（焼失） 32.8.10 認定｣（Ｆ社会保険出張所）と記載されている

ことから、当該名簿は昭和 20 年６月１日に戦災により焼失したことがうか

がえる。また、現存している同社における被保険者名簿における健康保険

番号は連続しておらず、多数の欠番があることが確認できる。 

   加えて、同僚の一人は、「申立人が出征する直前までＡ株式会社の木工部

門で一緒に勤務していた。」と供述をしており、Ｇ省Ｈ局発行の申立人に係

る軍歴証明書によると、申立人は、昭和 19 年９月 15 日にＩ海軍航空隊に

入隊したことが確認できることから、申立人はＡ株式会社において、17 年

１月１日に厚生年金保険の資格を取得した以後、入隊前日まで同社に継続

して勤務していたと考えるのが相当である。 

   以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いこ

との原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記

入もれ、被保険者名簿の戦災による焼失等の可能性が考えられるが、半世

紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿等の完全な復元をなしえな

い状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいずれにあるのかの特定を

行わせることは不可能を強いるものであり、同人らに、これによる不利益

を負担させるのは相当でないというべきである。 

   以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続勤務した事実

が推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主がその届

出を行った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、この推認

を妨げる特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、

事業主は、申立人が昭和 17 年１月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得した旨の届出を社会保険出張所に対し行ったと認めるのが相当であり、

かつ、申立人のＡ株式会社における資格喪失日は 19 年９月 15 日であると

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社に係る申立人の

厚生年金保険被保険者台帳の記録から、昭和 17 年６月から 18 年５月まで

を 40 円、同年６月から 19 年８月までを 50 円とすることが妥当である。 



京都厚生年金 事案 2199 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ会管理下のＢ株式会社（現在は、Ｃ株式会社）における資格

喪失日は、昭和 21 年 10 月１日であると認められることから、申立期間に

係る船員保険被保険者資格の喪失日（昭和 21 年５月１日）に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 270 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年５月１日から同年 10 月 1 日まで 

    私は、Ｂ株式会社へ昭和 20 年１月に入社後 30 年７月まで一度も退社

した覚えが無い。 

    しかし、申立期間はＤ県においてＥ丸の船室において小火で火傷を負

い、その治療のため病院に入院していた期間と、退院後、次のＦ丸に乗

船するまでＧ市Ｈに有ったＡ会の船員寮で待機していた期間であるが、

船員保険の被保険者期間となっていないので、船員保険の被保険者とし

て記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の状況について、具体的かつ詳細に記憶してお

り、申立期間当時の同僚が、「昭和 21 年５月にＥ丸の船室火災により、３

人が火傷を負った。」と供述していることと一致していることから、申立人

はＢ株式会社が所有するＥ丸に乗船していたことが確認できる。 

   また、Ｂ株式会社の後継会社のＣ株式会社から「申立期間当時、Ｂ株式

会社はＡ会の管理下にあった。」との回答がある。 

   さらに、昭和 20 年４月の船員保険法の改正により、同年４月から予備船

員（船舶に乗り込むために雇用されているが、船内で使用されていない者）

 



についても船員保険の被保険者とすることとなり、Ａ会予備船員規定（昭

和 21 年４月１日）において、予備船員には、傷病員(傷痍を受け又は傷病

に罹り治療中の者である傷病中の者)や待機員を含むと規定しており、申立

人は、申立期間当時、船員保険の被保険者となる予備船員であったと推認

される。 

   加えて、申立人は、オンライン記録によると、昭和 21 年５月１日に船員

保険の被保険者資格を喪失している記録になっているが、申立期間におけ

るＥ丸に係る船員保険被保険者名簿は見当たらない。 

   そのほか、申立人に係る船員保険被保険者台帳の資格喪失欄には、資格

喪失日を昭和 21 年５月１日とする旨の記載が無く、20 年２月 19 日にＢ株

式会社において被保険者資格を取得した後、21 年 10 月１日にＡ会におい

て資格を取得するまで被保険者記録が継続していることが確認できること

から、社会保険事務所（当時）において、申立人の年金記録が適正に管理

されていたとは認め難い。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ会管理下のＢ株式会社における船員保

険被保険者資格喪失日は昭和 21 年 10 月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る船員保険被保

険者台帳の記録から、270 円とすることが妥当である。 

 



京都国民年金 事案 2083 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年８月から８年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月から８年８月まで 

    私は、結婚後、平成８年８月にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、

同年同月分の保険料をその場で納付し、その時に、過去の未納分で納付

可能な２年間の保険料として、24 万円から 25 万円ぐらいを併せて納付

した。申立期間が未納となっていることには納得できないので、調査し

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年８月にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、同年

同月分の国民年金保険料をその場で納付し、その際、過去の未納分で納付

可能な申立期間の保険料として、24 万円から 25 万円ぐらいを併せて納付

したと主張している。 

   しかしながら、申立期間のうち、平成８年４月から同年８月までについ

ては、現年度の国民年金保険料としてＡ市が収納することとなるが、同市

の被保険者名簿において未納とされている上、同市では、保険料は金融機

関又は庁舎内の出納窓口で収納していたとしており、申立期間のうち、６

年８月から８年３月までについては、過年度の保険料であり同市では取り

扱えず、いずれも年金担当窓口で納付したとする申立内容とは符合しない。 

   また、申立期間当時の納付書は、コンピュータにより作成され、光学式

文字読取機（OCR）により、納付記録として入力されることから、申立期間

全てについて国民年金保険料の納付記録が漏れるとは考え難い。 

   さらに、申立人又は申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付した



ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者は

おらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2084 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年７月から 54 年９月までの期間、同年 10 月から 59 年

３月までの期間及び同年４月から 60 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年７月から 54 年９月まで 

             ② 昭和 54 年 10 月から 59 年３月まで 

             ③ 昭和 59 年４月から 60 年３月まで 

    会社を退職して昭和 53 年９月頃にＡ市で国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料は送られてきた納付書で月々納付していたと思うので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年９月頃にＡ市で国民年金に加入し、申立期間の国民

年金保険料は送られてきた納付書で月々納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付するには、

申立期間当時、申立人に対して国民年金手帳記号番号の払出しが必要であ

るが、同手帳記号番号払出簿検索システムによりＢ県、Ｃ県及びＤ県管内

すべてについて、「Ｅ（漢字）」及び「Ｆ（カナ）」、旧姓である「Ｇ（漢字）」

及び「Ｈ（カナ）」で検索したが、申立人に対して同手帳記号番号が払い出

された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民年金に未加入の期間

であり、申立期間の保険料は納付できなかったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、前後の被保険者の記録により、平成６年 12 月ごろに払い出されたこと

が確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入したものと推認

され、申立内容とは符合しない。 



   さらに、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立

人について、オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検

索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2085 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年 12 月から 50 年２月までの期間及び 52 年６月から 55

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年 12 月から 50 年２月まで 

             ② 昭和 52 年６月から 55 年 12 月まで 

    母親から国民年金の加入を勧められ昭和 49 年 11 月頃に国民年金の加

入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していた。申

立期間が未納となっていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年 11 月頃、申立人の母親から加入を勧められ国民年

金の加入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していた

と主張している。 

   しかしながら、申立期間の国民年金保険料を納付するには国民年金手帳

記号番号の払出しが必要であり、同手帳記号番号払出簿検索システムによ

り、Ａ県内全てについて、旧姓である「Ｂ（漢字）」及び「Ｃ（カナ）」で

検索したが、申立人に対して同手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らない上、保険料納付の前提となる申立人の同手帳記号番号は、昭和 56 年

１月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認できるこ

とから、この頃申立人は国民年金に加入したものと推認され、申立内容と

は符合しない。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった日」と

して、昭和 55 年 12 月６日の記載があり、国民年金に任意の資格で加入し

ていることが確認でき、これはオンライン記録とも一致することから、申



立期間①及び②は国民年金の未加入期間となり、申立期間の国民年金保険

料は納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2086 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 45年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 45 年 10 月まで 

    当時、勤労学生であり、母親から国民年金には加入しておくように勧

められ、昭和 44 年３月頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付していた記憶がある。納付記録が無いことには納得で

きないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、勤労学生であった昭和 44 年３月頃に国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 44 年４月から 45 年９月までの期

間については、申立人は 20 歳到達前であるため、制度上、国民年金に加入

することができない期間である。 

   また、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月については、国民年金保険料を

納付するには国民年金手帳記号番号の払出しが必要であり、同手帳記号番

号払出簿検索システムによりＡ県内全てについて「Ｂ（漢字）」及び「Ｃ（カ

ナ）」で検索したが、申立人に対して同手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらないことから、申立人は国民年金に未加入であり、当該期間の保

険料は納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人又は申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、オンライン記録により氏名を複数の読み方で検索したが、



該当者はおらず、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2087 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年 11 月から９年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 11 月から９年３月まで 

    私が 20 歳になった平成８年＊月頃、母親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。姉や妹は納付済みである

のに、私だけが未納となっていることには納得できないので、調査して

ほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年＊月頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立人の国民年金保険料納付記録は、基礎年金番号（Ａ

共済組合加入時に付番されたもの）で管理されており、申立期間の保険料

を納付するには、申立期間当時に国民年金手帳記号番号の払出しが必要で

あるが、同手帳記号番号払出簿検索システムによりＢ県内全てについて「Ｃ

（漢字）」及び「Ｄ（カナ）」で検索したが、申立人に対して同手帳記号番

号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民年金に未

加入の期間であり、申立期間の保険料は納付できなかったものと考えられ

る。  

   また、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で

検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて



いたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2088 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から平成２年３月まで 

    昭和 61 年 10 月頃、Ａ県Ｂ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料は納付したのに、申請免除期間として記録されて

いる。免除申請手続を行った覚えが無いので、調査してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、免除申請手続は行った

覚えは無く、保険料を納付したはずであると主張している。 

   しかしながら、申立人については、申立期間を含む昭和 63 年１月から平

成元年３月までは昭和 63 年４月２日に、平成元年４月から２年３月までは

元年５月 11 日に、免除申請しており、申立人の妻についても、同日に同期

間を免除申請していることがオンライン記録により確認できる。 

   なお、申立人に係る上記の申請免除期間のうち、昭和 63 年１月から同年

３月までについては、同年７月 13 日に過年度納付したことにより保険料納

付済期間とされている。 

   また、申立期間前の昭和 62 年４月から同年 12 月までについては、63 年

４月４日に一括納付（収納）されていることがオンライン記録により確認

でき、これは、上記の同年４月２日時点では申請免除できない期間であっ

たためと考えられ、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、



氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2089 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 50年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 50 年 10 月まで 

    私は昭和 47 年４月に婚姻したので、夫がＡ市役所で国民年金の加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料については、集金に来た婦人会の

役員に納付していた。未納とされていることには納得できないので調査

してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年４月に婚姻したので、申立人の夫がＡ市役所で国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、集金に来

た婦人会の役員に納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人が所持する年金手帳において「はじめて被保険者

となった日」は「昭和 51 年 11 月 11 日」と記載されていることが確認でき

ることから、申立人は、この日に任意の資格で国民年金に加入したものと

推認され、これはＡ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録とも一

致し、申立期間は国民年金の未加入期間であり、申立期間の国民年金保険

料は納付できなかったものと考えられる。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより、Ｂ県内全てに

ついて「Ｃ（漢字）」及び「Ｄ（カナ）」で検索したが、別の同手帳記号番

号が払い出された形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人又はその夫が申立期間の国民年金保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人



について、オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索

したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2090 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 36 年４月から 44 年３月まで 

    私は、妻が７年分の国民年金保険料を納付した１か月後の昭和 49 年１

月頃、申立期間の保険料を集金人に一括納付した。私の分だけが未納に

なっていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年１月頃、申立期間の国民年金保険料を集金人に一括

納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間の国民年金保険料を納付するには、国民年金手

帳記号番号の払出しが必要であるが、同手帳記号番号払出簿検索システム

によりＡ県内全てについて「Ｂ（漢字）」及び「Ｃ（カナ）」で検索したが、

申立人に対して同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申

立人の基礎年金番号は、厚生年金保険の被保険者番号であることから、申

立人は、国民年金に未加入であり、申立期間の保険料は納付できなかった

ものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、オン

ライン記録により、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存し

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 2091 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月から 59 年３月まで 

    国民年金については、国民年金保険料を国民健康保険料と同時に納付

していた。申立期間が未納となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金について、国民年金保険料を国民健康保険料と同時

に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 59 年５月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入したもの

と推認され、この時点において、申立期間の一部は既に時効により保険料

を納付できない期間であり、申立期間の保険料を納付するには過年度納付

及び特例納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時期ではな

く、遡って納付したとの主張も無い。 

   また、Ａ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状況等を記録

している国民年金収滞納リストにおいて、申立人が申立期間の保険料を納

付したことを確認することができず、これはオンライン記録とも一致して

いる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記



号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2200 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11 月 21 日から５年４月 21 日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ株式会社で調理師とし

て勤務していた期間のうち、平成４年 11 月 21 日から５年４月 21 日まで

の５か月間の加入記録が無いことが分かった。申立期間については引き

続き同社に勤務しており、途中で辞めた記憶も無いので、加入記録が無

いことは納得できない。申立期間について厚生年金保険加入記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の元同僚の供述及び雇用保険の加入記録により、申立人が申立期

間においてＡ株式会社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ株式会社に照会したところ、「申立期間当時の人事記録

や給与台帳等の資料が保管されていないため、申立人の正確な勤務期間や

厚生年金保険への加入状況について不明である。」と回答していることから、

申立期間における申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたこと

について確認することができない。 

   また、Ａ株式会社が保管する「社会保険加入者名簿」によると、申立人

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日について、オンライ

ン記録と一致していることが確認できる。 

   さらに、複数の元従業員に照会したが、申立人が申立期間において勤務

していたことは記憶しているが、給与からの厚生年金保険料控除について

具体的な供述を得ることができなかった。 

 



   加えて、オンライン記録によると、申立人は平成４年 12 月２日に一旦健

康保険証を返納していることが確認できる。 

   また、Ｂ村Ｃ課が保管する「国民年金被保険者台帳」によると、申立人

は申立期間について、国民年金に加入し、国民年金定額保険料に加え、付

加保険料を納付していたことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2201 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①に係る厚生年金保険被保険者記録の訂正は必要ない。 

   また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月１日から 39 年２月 1 日まで 

             ② 昭和 39 年２月１日から 41 年２月 28 日まで 

    私は、昭和 38 年８月１日から 39 年２月１日まで、Ａ工場において厚

生年金保険に加入していた記録となっているが、当時、私が運転手とし

て勤務していた事業所の名称はＢ工場であり、また、勤務期間は 41 年２

月 28 日までであるので、厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立期間に勤務した事業所は、Ａ工場

ではなくＢ工場であった旨を主張している。 

   しかし、複数の元従業員の供述及びＢ工場に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿から、昭和 37、38 年ごろ、Ａ工場の事業主の死去に伴い、娘

婿がＢ工場として継承したが、事業所名称変更の届出は 42 年５月に遅れて

行われたため、それまでの期間において、Ｂ工場の従業員をＡ工場におい

て厚生年金保険被保険者資格を取得させていたことがうかがわれる。 

   また、オンライン記録では、申立人の厚生年金保険の資格喪失時におけ

る事業所名が表示されるため、昭和 42 年５月の事業所名称の変更の届出が

行われる以前に資格を喪失した申立人の厚生年金保険被保険者記録には、

事業所名が変更される前のＡ工場と記載されているものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険

 



被保険者記録の訂正は必要ない。 

   申立期間②について、Ｂ工場は昭和 53 年 10 月１日に適用事業所ではな

くなっており、当時の事業主の所在は不明であるため、申立人の申立期間

②に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することはでき

ない。 

   また、当時Ｂ工場に勤務していた複数の元従業員に照会したが、申立人

が申立期間②に勤務していたことを確認できる供述は得られない上、申立

人と同じ運転手であった元従業員は、同人が昭和 39 年５月１日に入社した

時には、社長が運転手を兼任しており、申立人は在籍していなかった旨を

供述している。 

   さらに、Ａ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期

間②における健康保険整理番号は連続しており、欠番も無いことから、申

立人の厚生年金保険の加入記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2202 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年１月１日から 36 年 12 月 31 日まで 

    平成 20 年に年金記録を初めて見て、昭和 32 年頃から 36 年頃までＡ市

Ｂ区の有限会社Ｃに勤めていたときの厚生年金保険の被保険者期間が抜

けていると思うので厚生年金保険加入記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係る事業所は、申立人が記憶する所在地及び事業所の名称から、

有限会社Ｃ（昭和 39 年 10 月６日にＤ株式会社に名称変更）であると推認

できる。 

   しかし、Ｄ株式会社に照会したところ、「当時の賃金台帳等関係資料は保

管していないため不明である。」と回答をしており、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、申立期間当時の有限会社Ｃに勤務していた複数の従業員に照会し

たが、申立人を記憶している者は無く、申立内容に係る供述を得ることは

できない。 

   さらに、有限会社Ｃに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の名前は記載されておらず、健康保険の整理番号も連続しており、

欠番も見られないことから、申立期間において申立人の加入記録が失われ

たとは考え難い。 

   加えて、申立人は、「勤務していた事業所において、厚生年金保険に加入



していたことを兄嫁から聞いた。」と主張しているが、当該兄嫁も既に死亡

しており、当時の状況を確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2203 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年 10 月５日から同年 12 月１日まで 

             ② 平成元年３月 31 日から同年７月１日まで 

             ③ 平成元年７月１日から同年９月１日まで 

             ④ 平成元年９月１日から同年 12 月５日まで 

    厚生年金保険の加入期間を確認したところ、昭和 63 年 10 月５日から

平成元年 12 月５日までＡ市立学校の管理用務員として勤務していたが、

そのうちの昭和 63年 10月５日から同年 12月１日までの期間及び平成元

年３月 31 日から同年 12 月５日までの期間の年金記録が無いことが分か

った。申立期間について厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和 63 年 10 月１日から同年 11 月 29 日までの期間

について、Ａ市教育委員会が保管する臨時的任用職員発令簿により、申立

人はＡ市教育委員会に臨時管理用務員として採用され、Ｂ中学校に勤務し

ていたことが確認できる。 

   しかし、Ａ市教育委員会の教職員人事課担当者は、臨時管理用務員は任

用期間が２か月以上の場合に厚生年金保険に加入させているため、申立期

間①に係る申立人の厚生年金保険の資格取得の届出及び厚生年金保険料の

控除は行っていない旨を回答している。 

   また、Ａ市教育委員会が保管する教職員の厚生年金加入者管理簿による

と、申立人は昭和 63 年 12 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、

平成元年３月 31 日に資格喪失したことが記載されており、オンライン記録



及び雇用保険加入記録と一致していることが確認できる。 

   さらに、申立期間②、③及び④については、オンライン記録から、申立

人は平成元年４月 27 日付けで健康保険証を返納していることが確認でき

る上、全国健康保険協会Ｃ支部に照会したところ、申立人はＡ市教育委員

会で健康保険厚生年金保険の被保険者資格を喪失した同年３月 31 日に、健

康保険任意継続被保険者資格を取得し、引き続き３年３月 31 日まで、加入

している旨の回答があった。 

   加えて、申立人は、申立期間②についてはＤ小学校及び申立期間③につ

いてはＥ小学校に勤務していた旨主張しているが、いずれの小学校も、申

立人が勤務していたことを確認できる資料は無い旨の回答をしており、申

立期間④について、申立人は勤務していた学校名を記憶しておらず、上記

発令簿において、申立人が各申立期間において勤務していた記録は記載さ

れていないことから、申立人の勤務実態及び保険料控除について確認する

ことができない。 

   また、Ａ市教育委員会に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間①、②、③及び④当時に厚生年金保険加入記録のある複数の

者に照会したが、申立人を記憶している者はおらず、申立内容に係る供述

を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②、③及び④に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 



京都厚生年金 事案 2204(事案 288 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保 

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年３月１日から 32 年４月１日まで 

           ： ② 昭和 34 年３月 11 日から 37 年１月１日まで 

    私はＡ県出身で中学を卒業し、Ｂ市で５年間、19 歳まで建築の修行を

した。その後、Ａ県の実家に少しでも近いところでと、Ｃ市のＤ株式会

社に大工として就職した。最初は日雇いであったが、その後本雇いとな

り、給与から厚生年金保険料を引かれていたので、昭和 30 年３月１日か

ら、36 年 12 月 31 日に退社するまでは、厚生年金保険に加入しているは

ずである。同社での被保険者期間の記録が２年間ほどしかないのは納得

できないので、確認して回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ｄ株式会社は昭和 54 年に解散し、元

事業主も既に亡くなっており、申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除に係る関連資料については不明であること、また、当

該事業所においては、正社員ではない従業員について、厚生年金保険の加

入手続をしない場合があったこと等から既に当委員会の決定に基づく平成

20 年 11 月６日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

   申立人は、今回、「新たな資料は無いが再調査を強く希望する。」として

再申立てを行っている。 

   そこで、今回の申立てにおいて前回の調査に加えて再調査したところ、

申立期間①について、元同僚の大工や元総務担当者は厚生年金保険の加入



時期に関し、「日雇い大工が厚生年金保険に加入するときは親方の判断で決

められた。加入までの期間が半年あるいは 1 年というような決まりは無か

った。」と供述している。 

   また、厚生年金保険の加入手続についてＤ株式会社の元総務担当者は、

「Ｅ部の親方から雇用保険・厚生年金保険などの適用通知を受けて書類手

続をした。厚生年金保険加入手続は親方の指示次第だった。」と供述してい

る。 

   さらに、元同僚は、「大工は、本人の希望で給与の手取額を多く確保した

いため、健康保険や厚生年金保険などには入らないことが多かった。」と供

述していることから、当該事業所においては、必ずしも入社後直ちに厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかったこと、及び厚生年金保険の加入

は本人の希望により行われていたことがうかがえる。 

   加えて、申立人は、「昭和 30 年 12 月、腰痛のためＦ病院（現在のＧ医療

センター）に１か月程入院した。」と供述しているため、同病院に照会した

が、当時の資料が無いため、申立人の供述を確認することができない。 

   申立期間②については、申立人の勤務期間に係る記憶は曖昧であり、同

僚の供述からは昭和 34 年４月以降に申立人が同事業所に勤務していたこ

とが確認できない。 

   また、Ｄ株式会社に、昭和 34 年３月、35 年９月及び 36 年２月に入社し

た３人の元同僚は、「自分が入社した当時、申立人は勤務していなかった。」

と供述しており、申立てに係る新たな供述を得ることができない。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2205 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年９月１日から 35 年４月１日まで 

    私は有限会社Ａに、昭和 34 年９月１日から 37 年９月１日まで勤務を

したが 35 年４月１日からの年金加入記録となっている。有限会社Ａは現

在も存在しているので、申立期間当時勤務していたことについて直接確

認をし、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、有限会社Ａに昭和 34 年９月１日から勤務したと主張している

が、現在の事業主は、｢申立人が勤務していたことは記憶しているが、人事

記録等の資料が無く、いつから勤務したか等については不明。｣と回答して

おり、複数の元同僚に照会しても、申立人の勤務期間についての供述を得

ることができないことから、申立人の勤務実態について確認することがで

きない。 

   また、当該事業所において、当時の賃金台帳等は保管しておらず、申立

人の厚生年金保険料の控除について確認することができない上、当該事業

所の厚生年金保険の新規適用日は昭和 34 年 11 月１日であり、申立期間の

一部は適用事業所でないことが確認できる。 

   さらに、厚生年金保険の資格取得日が、申立人と同日の昭和 35 年４月１

日である元同僚は、「社員の希望により厚生年金保険の加入手続がとられて

いた。」と供述しており、当該事業所の現在の事業主も、「当時、社会保険

に加入すると保険料が控除され、給与の手取り額が少なくなるので加入し

ない人がいた。」と供述していることから、当該事業所は従業員の希望によ



り厚生年金保険加入手続を行っていたことがうかがえる。 

   加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間に申立人の氏名は記録されておらず、健康保険の整理番号が連続

しており、欠番も見られないため申立人の加入記録が欠落したとは考え難

い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2206 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月１日から同年３月 30 日まで 

    Ａ大学（現在は、国立大学法人Ａ大学）に非常勤職員として勤務して

いた期間のうち、昭和 49 年３月 1 日から同年３月 30 日まで被保険者期

間が不明であるが、保険料は国の機関でもあり納付されていたと思うの

で調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間にＡ大学に非常勤職員（見習員）として勤務していた

ことは当該事業所が保管している人事記録により確認できる。 

   しかしながら、Ａ大学によれば、「当時非常勤職員は日々雇用の１年未満

の契約で、年度内に資格を喪失させ契約を更新しない予定となっていた。

申立人は昭和 49 年３月１日に非常勤職員として採用されたが、同年３月

30 日までの 1 か月に満たない期間であったので、資格取得の手続を行わな

かった可能性が高い。」と回答している。 

   また、申立人と同様に昭和 49 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した同僚 31 人のうち、年度途中に資格を喪失した者以外の 25 人の資

格喪失日が、申立人と同日の昭和 50 年３月 30 日となっているため、当時

当該事業所において、非常勤職員は 1 年未満の雇用契約とされ、契約の満

了は月末を資格喪失日とする取扱いであったことがうかがえる。 

   さらに、当該事業所が保管している申立人の「健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」によれば、申立人が厚生年

金保険の被保険者資格を取得した日は、昭和 49 年４月１日であり雇用保険



の資格取得日と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2207（事案 323 及び 1136 の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 16 日から 41 年４月１日まで 

    前回の申立てでは、第三者委員会から申立期間の記録訂正が認められ

ないとの通知を受けたが、申立期間当時の複数の同僚は、私が申立期間

にＡ局に勤務していたことを証言してくれているので、納得がいかない。 

    また、同僚の一人は、私が申立期間に健康保険証を所持していたこと

を知っているので、再度照会してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前々回の申立てについては、ⅰ）現在の事業主に照会したところ、当時

の資料が残っていないため申立期間については不明であるとの回答であり、

申立てに係る事実は確認できないこと、ⅱ）Ｂ市立Ｃ高等学校から、申立

期間において申立人が全日制高等学校に在学中であったことの証明があり、

人事記録及び在職証明書並びに同僚の供述から判断すると、昭和 41 年４月

１日より前の申立期間は厚生年金保険の加入要件を満たしていなかったこ

とがうかがえることなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年

11 月 20 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   前回の申立てについては、申立人から新たな資料等の提出は無かったが、

申立期間に臨時補充員として週に 40 時間勤務し、厚生年金保険の加入要件

を満たしていた旨の再申立てを受け、再調査したが、ⅰ）Ｄ共済センター

から新たに提供された申立人に係る人事記録の全ページ分を確認したとこ

ろ、勤務の記載欄には、最初の記録として、「昭和 41 年４月１日臨時補充

員（外務研修員）を命ずる、任期は同年６月 30 日までとする」との記載が



有り、この期間は、社会保険事務所（当時）の厚生年金保険被保険者期間

と一致していることから、事業主は社会保険事務所の記録どおりに届出し

ていたことがうかがえること、ⅱ）Ｅ株式会社Ｆ支社は、当時の臨時補充

員は、「Ｇ省臨時補充員任用規程」（昭和 28 年 11 月 16 日 公達第 127 号）

に基づき対応している旨の回答をしており、同任用規程によると、臨時補

充員は官職名で、存続期間は６か月以内で臨時的任用とされており、同支

社では、１度は臨時的任用の更新はできると説明している。これをＡ局に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿でみると、被保険者期間が１年を

超える者はいないことから、申立期間の 37 か月間において、臨時補充員で

あったとする申立人の主張は認め難いことなどから、既に当委員会の決定

に基づき、平成 21 年 10 月 16 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   今回の申立内容は、同僚の一人に再度照会してほしいという主張以外に

は、前々回及び前回の申立内容と同様であり、申立人から新たな資料等の

提出は無く、前述の同僚については既に調査済みであり、新たな情報は得

られない。 

   その他に、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2208 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年４月から 20 年４月１日まで 

             ② 昭和 26 年頃から 29 年頃まで 

    昭和 19 年４月から 21 年４月までＡ株式会社に勤務していたが、学徒

動員として同社で勤務していた申立期間①が厚生年金保険の被保険者と

なっていない。 

    また、昭和 26 年頃から 29 年頃まで働いていたＢ鉱山のＣ組での写真

を所持しているが、Ｃ組における申立期間②も厚生年金保険の被保険者

となっていない。 

    申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人と同様にＡ株式会社に学徒動員されていた

同僚の供述から、申立人は、当該事業所に勤労動員学徒として勤務してい

たことが認められる。 

   しかしながら、Ａ株式会社は既に解散しており、申立期間①当時の事業

主も所在不明であるため、申立人の申立期間①における勤務実態及び申立

人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認することはでき

ない。 

   また、申立人とＤ小学校において同級生であった同僚は、「勤労動員学徒

としてＡ株式会社に勤務していた昭和 19 年４月から 20 年３月までの期間

については厚生年金保険の被保険者ではなく、卒業後の同年４月から厚生



年金保険の被保険者となっていた。」と供述している。 

   さらに、申立人のＡ株式会社における厚生年金保険の被保険者資格取得

日については、厚生年金保険記号番号払出簿、申立人に係る厚生年金保険

被保険者台帳及び同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に昭和

20 年４月１日と記載されており、上記の同僚の供述及びオンライン記録と

一致している。 

   なお、学徒の勤労動員が通年化された後の昭和 19 年５月には、勤労動員

学徒は労働者年金保険の被保険者には該当しない旨が労働者年金保険法施

行令（昭和 16 年勅令第 1250 号）第 10 条第３号及び厚生省告示第 50 号（昭

和 19 年５月 29 日）に明文化されている。 

   次に、申立期間②について、申立人は、Ｃ組は株式会社Ｅの下請けであ

り、当該事業所名は、Ｂ鉱山の「Ｆ社 Ｃ組」であったと記憶していると

ころ、申立人が所持している当時の写真において「Ｃ組事務所」が確認で

きることから、申立人がＣ組に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、株式会社Ｅの管理業務を行っているＧ株式会社は、「昭和

27 年頃の資料にＨ社に関わる工事事務所の記載が有るものの、Ｃ組につい

ては記載されていない。」、また、申立期間当時、Ｂ鉱山で鉱山経営を行っ

ていたＩ株式会社の関連会社であるＪ株式会社は、「Ｃ組についての記録は

無い。」と回答している。 

   また、オンライン記録において、申立期間②当時、Ｃ組について厚生年

金保険の適用事業所としての記録は確認できない上、申立人は、申立期間

当時の事業主や同僚の氏名を記憶しておらず、申立期間に係る勤務実態及

び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2209 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月から７年頃まで 

    私は、申立期間に株式会社Ａでパート社員として勤務していたが、国

（厚生労働省）の記録では、厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立

期間について、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、株式会社Ａに勤務していたと主張してい

るが、同社は、「申立人が申立期間において勤務していたことを、現在保管

する社員名簿において、確認することができない。また、申立期間当時の

資料を保管していないことから、申立人の厚生年金保険の加入手続及び厚

生年金保険料の控除については不明である。」と回答している。 

   また、申立人が記憶している３人の同僚は、いずれも申立期間よりも前

に株式会社Ａに係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、そのう

ちの１人は、「私が退職した平成５年５月の時点では、申立人は、既に退職

していた。」と供述している。 

   さらに、申立人は、申立期間を含む平成４年 10 月 21 日から７年 11 月

21 日まで、Ｂ市の国民健康保険に加入していたことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2210（事案 738 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月 25 日から 57 年 10 月１日まで 

    株式会社Ａは法人なので、厚生年金保険に入っていると信じて仕事を

していた。当該事業所には昭和 51 年 11 月から勤務していたが、申立期

間についての加入記録が無いのはおかしいので、再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）株式会社Ａの事業主及び元同僚

の供述から、申立人が当該事業所において勤務していたことは推認できる

ものの、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 57 年

10 月１日であり、それ以前の申立期間において適用事業所であった事実は

確認できないこと、ⅱ）当該事業主から、当該事業所は申立期間当時、厚

生年金保険に加入しておらず、厚生年金保険料も給与から控除していなか

った旨回答していること、ⅲ）当該事業主及び元同僚は、当該事業所にお

いて申立人と同日の昭和 57 年 10 月１日に厚生年金保険の被保険者となっ

ていることが確認できることなどから、既に当委員会の決定に基づき、平

成 21 年５月 14 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

   今回、申立人は、法人であれば厚生年金保険に入っているはずであると

主張しているのみであり、これは当委員会の決定を変更すべき新たな資料、

情報とは認められず、このほかの再申立ての内容は前回の申立内容と同様

であり、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認め難い。 

   その他に、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 2211 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年４月６日から 27 年５月 17 日まで 

             ② 昭和 27 年６月 20 日から 29 年４月 30 日まで 

             ③ 昭和 29 年６月 17 日から 30 年８月 10 日まで 

    脱退手当金が支給済みになっていることを知ったが、受給した記憶は

無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間に係る脱退手当金が

支給されたことを意味する「脱手 6,956 円 30.10.26」等が記載されて

いる上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 30年 10月 26日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2212 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 11 月１日から 21 年１月１日まで 

    Ａ有限会社の厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金が支給

済みとされているが、脱退手当金を受領した覚えが無いので、調べてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間に係る脱退手当金が

支給されたことを示す「脱手 30 円 23.２.25」等が記載されている上、申

立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

   なお、申立人の厚生年金保険被保険者期間は 14 か月であり、申立人が被

保険者資格を喪失した当時、申立人は、正規脱退手当金を受給するための

３年以上の被保険者期間の要件に該当せず、また、短期脱退手当金を受給

するための６か月以上の被保険者期間の要件は満たすものの婚姻による資

格喪失の要件に該当せず、申立人が脱退手当金を受給することが可能とな

ったのは、改正された厚生年金保険法が施行された昭和 22 年９月１日であ

ることを踏まえると、法施行後、約６か月間と比較的短期間で、申立人に

脱退手当金が支給されていることが確認できる。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2213（事案 806、1473 及び 1806 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年８月 16 日から 43 年 12 月 21 日まで 

    私は脱退手当金をもらっていない。これまでの申立てについての第三者

委員会の決定には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   過去３回の申立てについて、ⅰ)申立人の被保険者原票に脱退手当金が支

給されていることを意味する「脱 Ａ」の表示が有ること、ⅱ)脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約２か月後の昭和 44 年２月 28 日に支給決定されているこ

と、ⅲ)申立人の被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要となる

標準報酬月額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金を裁定した社会

保険事務所（当時）へ回答した年月日である「回答済 44.２.３」が記録さ

れていることなどから、既に平成 21 年６月 11 日、22 年２月 12 日及び同

年６月 10 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

   今回の申立内容については、これまでの申立内容と同様であり、当委員

会の決定を変更すべき新たな資料・情報は認められず、そのほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 

 



京都厚生年金 事案 2214(事案 1049 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月１日から 33 年３月６日まで 

               （Ａ店） 

             ② 昭和 33 年 11 月１日から 35 年４月１日まで 

               （株式会社Ｂ） 

                          ③ 昭和 35 年５月 21 日から 36 年４月 21 日まで 

               （Ｃ株式会社） 

    申立期間①、②及び③について、脱退手当金を受け取った覚えが無いの

で、再度、調べてほしい。 

                            

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間①、②及び③について、ⅰ)脱退手当金支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅱ)Ｃ株

式会社の被保険者名簿の申立人の欄には「脱」表示が無いが、脱退手当金

の支給記録が確認できる申立人を含む２人ともに被保険者名簿に「脱」表

示が無く、１人は「脱退手当金を受給した。」と供述していることから、「脱」

表示が無いことをもって脱退手当金が支給されていないと推認することは

できず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年９月３

日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、脱退手当金を受け取っていないとして、再度申立てを

行っているが、再申立内容自体は、前回の申立内容とほぼ同様であり、当

委員会の当初の決定を変更すべき新たな資料・情報は認められず、そのほ



かに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことか

ら、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

 


